
は
じ
め
に

唐
開
元
二
〇
年
（
七
三
二
）
に
上
進
さ
れ
た
『
大
唐
開
元
礼
』（
以
下
『
開
元
礼
』

と
略
称
）
は
、
古
代
以
来
営
々
と
し
て
積
み
重
ね
ら
れ
た
諸
儀
礼
の
集
大
成
で
あ

る
。
そ
こ
に
盛
り
込
ま
れ
る
国
家
儀
礼
は
総
計
一
五
二
種
。
こ
れ
ら
は
「
五
礼
」

（
吉
礼
・
嘉
礼
・
賓
礼
・
軍
礼
・
凶
礼
）
と
呼
ば
れ
る
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ

て
区
分
さ
れ
て
い
る
。
表
１
は
、「
五
礼
」
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
大
づ
か
み
に
理

解
す
る
た
め
、
一
五
二
種
の
諸
儀
礼
を
内
容
の
類
似
性
に
基
づ
い
て
適
宜
括
り
、

整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
っ
て
概
観
す
れ
ば
、「
吉
礼
」
は
国
家
主
催
の

祭
祀
を
軸
と
す
る
儀
礼
、「
嘉
礼
」
は
家
族
・
共
同
体
の
秩
序
を
律
す
る
儀
礼
、「
賓

礼
」
は
異
邦
と
の
親
善
を
図
る
儀
礼
、「
軍
礼
」
は
軍
事
に
関
わ
る
儀
礼
、「
凶
礼
」

は
葬
喪
な
ど
に
関
わ
る
儀
礼
、
と
い
う
構
成
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ

れ
よ
う
。

私
は
以
前
、
こ
れ
ら
の
う
ち
「
軍
礼
」
に
着
目
し
、『
開
元
礼
』
以
降
に
お
け
る

歴
史
的
展
開
を
探
索
し
た
が
〔
丸
橋
二
〇
〇
五
〕、
議
論
の
起
点
と
な
っ
た
『
開
元

礼
』
の
歴
史
性
に
つ
い
て
は
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
『
開

魏
晋
南
北
朝
隋
唐
時
代
に
お
け
る
「
軍
礼
」
確
立
過
程
の
概
観

＊

丸

橋

充

拓

キ
ー
ワ
ー
ド：

軍
事
儀
礼
、『
大
唐
開
元
礼
』、
五
礼

＊
島
根
大
学
法
文
学
部

表１『大唐開元礼』の概観
郊祀（円丘、方丘、四郊、明堂など）
社稷
嶽鎮海�
太廟
諸陵
籍田・親桑
学校（釈奠・孔子・斉太公）
巡狩
封禅
祈雨

冠礼
婚礼
受朝
読時令
養老・郷飲酒・正歯位
冊命
遣使慰労、宣制

番主朝見
宴番国主・宴番国使

出征（上帝・太社・太廟など、宣露布、労軍将）
訓練（講武・田狩・射礼）
祀馬祖・享先牧・祭馬社・祭馬歩
合朔伐鼓
儺

振撫・労問
服喪
挙哀弔祭
喪葬

関連する儀礼を適宜一括して概観を示している

吉
礼

嘉
礼

賓
礼

軍
礼

凶
礼

社
会
文
化
論
集

第
七
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二
〇
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一
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元
礼
』「
軍
礼
」
と
て
当
然
歴
史
的
産
物
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
『
開
元
礼
』

の
「
軍
礼
」
は
出
征
儀
礼
と
訓
練
儀
礼
を
主
た
る
構
成
要
素
と
し
て
い
る
が
（
表
１

参
照
）、「
軍
礼
」
に
含
ま
れ
る
儀
礼
の
顔
ぶ
れ
に
し
て
も
、
時
代
に
よ
る
変
化
が

あ
っ
た
に
相
違
あ
る
ま
い
。

本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
由
来
を
異
に
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
儀

礼
が
「
軍
礼
」
に
集
約
さ
れ
、『
開
元
礼
』
の
「
軍
礼
」
へ
と
収
斂
し
て
い
く
過
程

に
つ
い
て
、
歴
代
正
史
礼
志
の
構
成
に
着
目
し
つ
つ
、
追
跡
し
て
み
た
い
。

一

五
礼
制
度
の
確
立
過
程

「
五
礼
」
の
区
分
は
古
く
、
こ
れ
を
先
駆
的
に
体
系
化
し
た
の
は
『
周
礼
』
で
あ

（
１
）
る
。
し
か
し
礼
学
上
の
理
論
が
国
家
儀
礼
の
体
系
に
導
入
さ
れ
る
ま
で
に
は
時
間

を
要
し
、
魏
晋
以
降
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
足
取
り
を
隋
代
ま

で
探
究
し
た
梁
満
倉
氏
は
、
五
礼
制
度
の
確
立
過
程
を
以
下
の
よ
う
に
時
期
区
分

す
る
〔
梁
二
〇
〇
九
・
第
三
章
第
二
節
〕。

�
「
孕
育
期
」＝

漢
末
三
国

�
「
発
育
期
」＝

両
晋
か
ら
南
朝
の
宋
斉
ま
で

�
「
成
熟
期
」＝

梁
の
天
監
年
間
（
五
〇
二
〜
五
一
九
）、

北
魏
の
太
和
年
間
（
四
七
七
〜
四
九
九
）
以
降

こ
の
区
分
に
お
い
て
、
�
は
五
礼
が
礼
学
上
の
概
念
に
と
ど
ま
る
段
階
、
�
�

は
国
家
儀
礼
が
五
礼
の
枠
組
で
編
成
さ
れ
る
段
階
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
魏
晋
南

北
朝
時
代
に
お
い
て
、
儀
礼
に
関
わ
る
注
釈
書
で
あ
る
「
儀
注
」
の
編
纂
が
盛
ん

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
（
表
２
を
参
照
）、
こ
う
し
た
流
れ
と
歩
調
を
合

わ
せ
た
現
象
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
儀
注
に
基
づ
い
て
挙
行
さ
れ
る
諸
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
陳
寅

恪
氏
が
歴
朝
に
わ
た
る
継
承
過
程
を
解
明
し
、
日
本
で
は
西
嶋
定
生
氏
や
金
子
修

一
氏
が
皇
帝
制
理
解
の
題
材
と
し
て
研
究
を
進
め
て
き
た
〔
陳
一
九
四
四
、
西
嶋

一
九
六
一
、
金
子
二
〇
〇
六
〕。
そ
し
て
近
年
で
は
、
小
林
聡
氏
・
梁
満
倉
氏
に
よ
っ

て
改
め
て
そ
の
政
治
的
な
意
味
合
い
が
問
い
直
さ
れ
、
礼
制
史
上
に
お
け
る
魏
晋

南
北
朝
時
代
の
重
要
性
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
〔
小
林
二
〇
〇
五
ａ
・
ｂ
、

梁
二
〇
〇
九
〕。
特
に
梁
氏
は
、
当
該
期
に
お
け
る
諸
儀
礼
を
広
範
か
つ
詳
細
に
収

集
・
分
析
し
て
お
り
、
個
々
の
儀
礼
に
関
す
る
史
料
的
検
討
は
大
き
く
前
進
し
た
。

た
だ
梁
氏
の
分
析
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
各
種
儀
礼
を
は
じ
め
か
ら
五
礼
の

枠
組
に
割
り
振
っ
て
論
じ
て
い
る
た
め
、
五
礼
を
構
成
す
る
諸
儀
礼
の
歴
史
的
変

遷
や
、
五
礼
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
の
変
化
に
つ
い
て
、
時
系
列
に
即
し
た
展
開
が
読

み
取
り
に
く
い
点
で
あ
る
。
五
礼
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
ん
な
儀
礼
を
配
当
す
る
か
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
歴
史
的
展
開
の
な
か
で
不
断
に
変
化
す
る
。
五
礼
の
う
ち
、
私

が
関
心
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
き
た
「
軍
礼
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
枠
組
は
所
与

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
各
王
朝
に
お
い
て
「
軍
礼
」
が
ど

の
よ
う
な
構
成
内
容
を
持
っ
て
い
た
か
、
そ
れ
が
歴
史
的
に
ど
う
変
化
し
て
い
っ

た
の
か
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

二

魏
晋
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
軍
事
儀
礼
の
位
置
づ
け

（
一
）
五
世
紀
以
前

梁
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
漢
代
以
前
、
学
問
と
し
て
の
礼
学
体
系
と
国
家
レ

ベ
ル
の
儀
礼
制
度
は
必
ず
し
も
重
な
り
合
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。『
史
記
』
に
お

い
て
礼
書
と
封
禅
書
が
、『
漢
書
』
に
お
い
て
礼
楽
志
と
郊
祀
志
が
、『
続
漢
書
』

魏
晋
南
北
朝
隋
唐
時
代
に
お
け
る
「
軍
礼
」
確
立
過
程
の
概
観

五
四



表２ 魏晋南北朝時代の儀注類
新唐書

傅�『晋新定儀注』４０巻
『晋儀注』３９巻
『晋雑儀注』２１巻

『晋尚書儀曹新定儀注』４１巻
『晋尚書儀曹吉礼儀注』３巻
『晋尚書儀曹事』９巻

『宋尚書儀注』３６巻
『宋儀注』２巻

厳植之『南斉儀注』２８巻
明山賓等『梁吉礼』１８巻
『梁吉礼儀注』４巻 又１０巻
沈約『梁祭地祇陰陽儀注』２巻
賀�等『梁賓礼』１巻
厳植之『梁皇帝崩凶儀』１１巻

『梁天子喪礼』７巻 又５巻
『梁皇太子喪礼』５巻
『梁王侯以下凶礼』９巻
『梁太子妃薨凶儀注』９巻
『梁諸侯世子卒凶儀注』９巻
『梁大行皇后崩儀注』１巻
『士喪礼儀注』１４巻
陸�『梁軍礼』４巻

司馬�『梁嘉礼』３５巻
又『嘉礼儀注』４５巻
『梁尚書儀曹儀注』１８巻 又２０巻
沈約『梁儀注』１０巻
雑撰『陳吉礼儀注』５０巻
『陳雑吉儀注』３０巻
張彦『陳賓礼儀注』６巻

『梁陳大行皇帝崩儀注』８巻
『陳諸帝后崩儀注』５巻
儀曹『陳皇太子妃薨儀注』５巻
『陳雑儀注凶儀』１３巻
儀曹『陳皇太后崩儀注』４巻

『陳雑儀注』６巻
常景『後魏儀注』５０巻
趙彦深『北斉吉礼』７２巻
趙彦深『王太子喪礼』１０巻
高�『隋吉礼』５４巻

牛弘等『隋江都集礼』１２０巻

出典 『隋書』巻三三・経籍志二・史部・儀注類、『旧唐書』巻四六・経籍志上・乙部史類・儀注類、
『新唐書』巻五八・芸文志二・乙部史類・儀注類

旧唐書

『晋儀注』３９巻
『晋雑儀注』２１巻
『甲辰儀注』５巻
『冠婚儀』４巻
徐広『晋尚書儀曹新定儀注』４１巻
『晋尚書儀曹吉礼儀注』３巻

孔朝等『晋明堂郊社議』３巻
蔡謨『晋七廟議』３巻
荀�『晋雑議』１０巻
『宋儀注』３６巻
『宋儀注』２巻
『雑儀注』１０８巻

明山賓等『梁吉礼』１８巻
『梁吉礼儀注』１０巻
沈約『梁祭地祇陰陽儀注』２巻
賀�『梁賓礼儀注』１巻
厳植之『梁皇帝崩凶儀』１１巻
厳植之『梁凶礼天子喪礼』５巻
『梁凶礼天子喪礼』７巻

厳植之『梁王侯已下凶礼』９巻
『梁太子妃薨凶儀注』９巻
『梁諸侯世子凶儀注』９巻
『梁大行皇后崩儀注』１巻

陸�『梁軍礼』４巻

司馬�『梁嘉礼儀注』２１巻

雑撰『梁尚書儀注』１８巻
沈約『梁儀注』１０巻
雑撰『陳吉礼儀注』５０巻
『陳雑吉儀志』３０巻
張彦『陳賓礼儀注』６巻

『梁陳大行皇帝崩儀注』８巻
『陳諸帝后崩儀注』５巻
儀曹『陳皇太子妃薨儀注』５巻
『陳雑儀注凶儀』１３巻
儀曹『陳皇太后崩儀注』４巻
雑志『陳尚書曹儀注』２０巻
『陳雑儀注』６巻
常景『後魏儀注』３２巻
趙彦深『北斉吉礼』７２巻
趙彦深『王太子喪礼』１０巻
高�『隋吉礼』５４巻
高�等『隋書礼』７巻

隋書
傅�『晋新定儀注』４０巻

『晋雑儀注』１１巻
江左『甲辰儀』５巻

『宋儀注』１０巻
『宋儀注』２０巻

明山賓『梁吉礼儀注』１０巻
（もと２０６巻）

賀�『梁賓礼儀注』９巻
厳植之『梁凶礼儀注』散佚
（もと４７９巻）

陸�『梁軍礼儀注』散佚
（もと１９０巻）
司馬�『梁嘉礼儀注』散佚
（もと１１３巻）

『陳吉礼』１７１巻

『陳賓礼』６５巻
『陳軍礼』６巻
『陳嘉礼』１０２巻

『後魏儀注』５０巻
『後斉儀注』２９０巻

『隋朝儀礼』１００巻

時代
晋

宋

南斉
梁

陳

北魏
北斉

隋

社
会
文
化
論
集
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二
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一
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に
お
い
て
礼
儀
志
と
祭
祀
志
と
が
そ
れ
ぞ
れ
別
立
て
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
う
し

た
事
情
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
〔
梁
二
〇
〇
九
・
一
二
八
頁
〕。

ま
た
右
の
各
文
献
の
構
成
・
内
容
面
ま
で
掘
り
下
げ
て
み
て
も
、
や
は
り
五
礼

の
枠
組
は
見
て
取
れ
な
い
。
た
と
え
ば
『
続
漢
書
』
礼
儀
志
の
場
合
、
下
巻
で
「
大

喪
」「
諸
侯
王
列
侯
始
封
貴
人
公
主
薨
」
な
ど
、「
凶
礼
」
系
統
の
儀
礼
が
別
立
て

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
上
・
中
巻
で
は
そ
れ
以
外
の
諸
儀
礼
が
区
別
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
四
季
の
暦
に
合
わ
せ
た
「
時
令
」
の
ス
タ
イ
ル
で
配
列
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
な
か
か
ら
「
軍
礼
」
系
統
と
思
し
き
諸
儀
礼
を
抜
き
出
せ
ば
、
ま
ず
三
月

（
季
春
）
に
配
当
さ
れ
た
射
礼
が
あ（
２
）
る
。
ま
た
、
講
武
・
田
猟
と
内
容
的
に
近
似
す

る
「
�
劉
」「
乗
之
」
は
「
立
秋
之
日
」
の
儀
礼
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い（
３
）
る
。
つ
ま

り
、
射
礼
と
講
武
・
田
猟
を
「
軍
礼
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
一
括
り
に
す
る
と
い
う

思
考
は
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る

『
続
漢
書
』
に
次
ぐ
正
史
礼
志
は
、
唐
・
房
玄
齢
等
撰
『
晋
書
』
の
礼
志
で
あ
る
。

本
志
は
全
三
巻
で
あ
り
、
三
国
か
ら
晋
代
ま
で
の
諸
儀
礼
を
次
の
よ
う
な
構
成
で

ま
と
め
て
い
る
。

上

吉
礼
（
郊
祀
、
明
堂
、
社
稷
、
読
時
令
、
籍
田
・
親
蚕
、
釈
奠
、
宗
廟

な
ど
）

中

凶
礼
（
喪
制
、
諸
陵
な
ど
）

下

賓
礼
（
元
会
、
巡
狩
、
封
禅
な
ど
）

軍
礼
（
講
武
、
遣
将
出
征
）

嘉
礼
（
冠
礼
、
婚
礼
、
養
老
・
郷
飲
酒
・
釈
奠
、
季
春
上
巳
禊
祭
、
九

月
九
日
馬
射
な
ど
）

本
志
に
お
い
て
諸
儀
礼
は
「
五
礼
」
に
基
づ
い
て
区
分
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の

通
り
、
唐
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
晋
書
』
は
下
掲
の
『
宋
書
』『
南
斉
書
』『
魏
書
』

に
後
れ
る
史
料
で
あ
る
。
そ
し
て
『
晋
書
』
に
先
行
す
る
こ
の
三
書
は
、
後
述
の

よ
う
に
五
礼
に
よ
る
諸
儀
礼
の
整
序
を
行
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、『
晋
書
』

礼
志
が
、
す
で
に
「
五
礼
」
の
枠
組
が
確
立
さ
れ
て
い
た
唐
代
の
思
考
で
再
構
成

さ
れ
て
い
る
可
能
性
に
は
注
意
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

と
は
い
え
、
唐
人
は
唐
代
の
基
準
の
み
で
「
五
礼
」
区
分
を
行
っ
て
い
る
と
は

思
わ
れ
な
い
。
唐
代
で
あ
れ
ば
「
嘉
礼
」
に
含
ま
れ
る
読
時
令
や
釈
奠
が
「
吉
礼
」

に
、
元
会
が
「
賓
礼
」
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
唐
人
は
晋
代
の
儀

礼
区
分
に
つ
い
て
、
一
定
の
知
見
な
い
し
根
拠
を
以
て
右
の
分
類
を
行
っ
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
史
料
的
な
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
以
下
で
は
『
晋

書
』
の
分
類
を
一
応
信
頼
し
て
「
軍
礼
」
の
構
成
内
容
を
分
析
し
て
み
た
い
。

晋
礼
の
「
軍
礼
」
は
、
講
武
と
遣
将
出
征
儀
礼
か
ら
成
る
。
こ
の
う
ち
特
に
講

武
は
、
後
世
の
正
史
礼
志
に
も
常
に
「
軍
礼
」
の
枠
内
で
登
場
し
、「
軍
礼
」
の
中

核
的
な
儀
礼
と
な
っ
て
い
く
。
一
方
、
出
征
儀
礼
に
つ
い
て
い
え
ば
『
晋
書
』
礼

志
の
「
軍
礼
」
部
分
以
外
に
、「
吉
礼
」
郊
祀
の
記
事
内
に
も
記
述
が
見
ら
れ（
４
）

る
。

ま
た
九
月
九
日
馬
射
は
「
嘉
礼
」
の
な
か
に
は
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ

の
説
明
を
読
め
ば
講
武
と
同
趣
旨
の
軍
事
的
な
儀
礼
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

九
月
九
日
の
馬
射
と
い
う
の
は
、
あ
る
説
に
よ
れ
ば
「
秋
は
金
徳
の
時
節
で

あ
る
。
こ
の
時
季
に
講
武
・
習
射
の
訓
練
儀
礼
を
行
う
の
は
、
漢
代
に
お
け

る
立
秋
の
儀
礼
（
�
劉
）
を
模
倣
し
た
の
で
あ
る
」
と
さ
れ（
５
）

る
。

つ
ま
り
、『
晋
書
』
礼
志
で
は
、
軍
事
に
関
わ
り
を
も
つ
諸
儀
礼
が
ま
だ
「
軍
礼
」

枠
に
一
元
化
さ
れ
ず
、「
吉
礼
」
や
「
嘉
礼
」
に
も
分
散
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
、
出
征
儀
礼
や
射
礼
な
ど
は
こ
の
時
点
で
は
軍
事
的
性
格
と
と
も
に
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
祭
祀
や
共
同
体
儀
礼
と
し
て
の
面
も
重
視
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

魏
晋
南
北
朝
隋
唐
時
代
に
お
け
る
「
軍
礼
」
確
立
過
程
の
概
観

五
六



同
様
の
状
況
は
、
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
続
く
。
次
に
梁
・
沈
約
撰
『
宋
書
』
礼

志
（
全
五
巻
）
の
構
成
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

一

冠
礼
・
婚
礼
・
元
会
、
郊
祀
・
社
稷
、
籍
田
・
親
蚕
、
学
校
・
釈
奠
、

講
武
・
田
猟
な
ど

二

巡
狩
・
読
時
令
、
喪
制
、
諸
陵
な
ど

三

郊
祀
・
封
禅
・
宗
廟
な
ど

四

宗
廟
・
太
社
、
籍
田
・
親
蚕
、
嶽
�
、
祈
雨
、
釈
奠

五

車
服

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
志
は
五
礼
に
基
づ
く
構
成
を
採
用
し
て
い
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
郊
祀
や
籍
田
・
親
蚕
、
釈
奠
な
ど
が
礼
志
一
と
三
・
四
に

重
出
す
る
な
ど
、
構
成
上
の
混
乱
、
未
整
理
ぶ
り
が
顕
著
で
あ
る
。「
五
礼
」
の
枠

組
が
ど
こ
ま
で
こ
の
時
期
の
国
家
儀
礼
全
体
に
貫
徹
し
て
い
た
か
疑
問
符
の
つ
く

と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
軍
礼
」
関
連
で
は
、
講
武
・
田
猟
が
ひ
と
ま
と
ま
り
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
こ

こ
が
「
軍
礼
」
の
中
核
部
分
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
『
晋
書
』
と

同
様
、
軍
事
と
関
わ
り
の
あ
る
儀
礼
が
そ
れ
以
外
の
箇
所
に
分
散
記
述
さ
れ
る
傾

向
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
大
射
は
礼
志
一
の
学
校
儀
礼
の
部
分
（「
嘉
礼
」
系
統
）

（
６
）

に
、
出
征
告
郊
に
関
す
る
議
論
が
礼
志
三
の
郊
祀
部
分
（「
吉
礼
」
系
統
）（
７
）

に
、
さ

ら
に
講
武
献
牲
の
議
論
が
礼
志
四
の
宗
廟
部
分
（「
吉
礼
」
系
統
）
に
記
載
さ
れ
て

い（
８
）

る
。
つ
ま
り
、
宋
の
段
階
で
も
、
射
礼
や
出
征
儀
礼
は
「
軍
礼
」
カ
テ
ゴ
リ
ー

で
は
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

つ
づ
い
て
、
梁
・
蕭
子
顕
撰
『
南
斉
書
』
礼
志
（
全
二
巻
）
は
次
の
よ
う
な
構

成
に
な
っ
て
い
る
。

上

郊
祀
・
宗
廟
・
太
社
、
籍
田

【
吉
礼
？
】

学
校
・
釈
奠
、
冠
礼
・
婚
礼
・
元
会
な
ど【
嘉
礼
？
】

九
月
九
日
馬
射

【
軍
礼
？
】

下

諸
陵
、
喪
制

【
凶
礼
？
】

本
志
に
お
い
て
も
「
五
礼
」
の
区
分
は
明
示
さ
れ
な
い
が
、『
宋
書
』
の
よ
う
な

混
乱
は
見
ら
れ
な
い
。
関
連
の
深
い
儀
礼
ど
う
し
を
括
っ
て
い
け
ば
、
上
巻
は
吉

礼
・
嘉
礼
・
軍
礼
、
下
巻
は
凶
礼
、
と
い
う
配
列
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
う
か
が

わ（
９
）
れ
、「
五
礼
」
の
枠
組
が
徐
々
に
浸
透
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

た
だ
し
、「
軍
礼
」
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
明
確
な
輪
郭
を
見
い
だ
し
が
た
い
。

右
の
整
理
で
九
月
九
日
馬
射
を
「
軍
礼
」
と
ひ
と
ま
ず
判
断
し
た
の
は
、『
南
斉
書
』

に
お
い
て
こ
れ
が
（
軍
礼
の
中
核
で
あ
る
）
講
武
と
同
趣
旨
の
儀
礼
で
あ
る
と
説

明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ（
１０
）
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
記
載
は
、
実
の
と
こ
ろ
右
に
紹
介

し
た
『
晋
書
』
の
九
月
九
日
馬
射
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
（
註
（
５
）
お
よ
び
（
１０
）

の
引
用
史
料
を
参
照
）。
そ
し
て
『
晋
書
』
は
、
こ
の
儀
礼
を
先
述
の
よ
う
に
「
嘉

礼
」
に
分
類
し
て
い
る
。
後
出
史
料
で
は
あ
る
が
、『
晋
書
』
の
分
類
を
援
用
し
て

『
南
斉
書
』
の
馬
射
を
「
嘉
礼
」
と
判
断
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

仮
に
内
容
面
を
重
視
し
て
こ
れ
を
「
軍
礼
」
と
見
な
す
に
し
て
も
、『
南
斉
書
』
で

こ
れ
に
該
当
す
る
記
事
は
九
月
九
日
馬
射
の
二
件
の
み
で
あ
り
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と

し
て
の
「
軍
礼
」
の
輪
郭
は
き
わ
め
て
曖
昧
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
南
朝
の
追
跡
を
い
っ
た
ん
措
き
、
北
魏
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
北
斉
・

魏
収
撰
『
魏
書
』
の
礼
志
は
全
四
巻
で
、
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
〜
二

郊
祀
・
宗
廟
、
籍
田
、
巡
狩
な
ど【
吉
礼
？
】

三
〜
四
（
一
部
）
諸
陵
、
喪
制

【
凶
礼
？
】

四
（
一
部
）

講
武
、
冠
礼
、
輿
服
な
ど

【
軍
礼
・
嘉
礼
？
】

社
会
文
化
論
集

第
七
号

二
〇
一
一
年
三
月

五
七



本
志
で
も
五
礼
の
枠
組
は
明
示
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
配
列
か
ら
吉
礼
・
凶
礼
・

軍
礼
・
嘉
礼
の
区
分
を
透
視
す
る
こ
と
は
あ
る
程
度
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
た
と

え
ば
礼
志
一
〜
二
の
部
分
で
あ
れ
ば
、
郊
祀
や
宗
廟
な
ど
の
記
事
が
一
緒
く
た
に

な
っ
て
編
年
体
で
並
ぶ
と
い
う
、
他
に
類
例
を
見
な
い
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
南

斉
と
比
較
す
る
と
、
五
礼
の
体
系
化
は
幾
分
後
れ
て
い
る
。

「
軍
礼
」
に
該
当
す
る
部
分
に
は
講
武
の
記
事
が
含
ま
れ
て
お
り
、
講
武
が
「
軍

礼
」
の
中
核
を
な
す
傾
向
を
こ
こ
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ

の
一
方
で
、
礼
志
一
の
郊
祀
の
と
こ
ろ
に
出
征
儀
礼
の
記
事
が
見
い
だ
さ
れ（
１１
）
る
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
も
出
征
儀
礼
は
祭
祀
と
し
て
の
面
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
り
、「
軍
礼
」
の
枠
組
が
ほ
ぼ
講
武
の
み
で
構
成
さ
れ
る
状
況
に
変
化
は
な
い
。

こ
こ
ま
で
概
観
し
た
五
世
紀
以
前
の
正
史
礼
志
か
ら
は
、「
軍
礼
」
の
枠
組
が
講

武
を
中
核
と
し
つ
つ
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
そ

の
一
方
で
、
出
征
儀
礼
の
記
事
が
郊
祀
の
と
こ
ろ
に
、
射
礼
の
記
事
が
学
校
儀
礼

の
と
こ
ろ
に
載
せ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
頻
見
す
る
。
要
す
る
に
、
南
郊
・
宗
廟
・
大

社
等
で
の
祭
祀
を
軸
と
す
る
出
征
儀
礼
は
「
吉
礼
」
系
統
に
、
養
老
・
郷
飲
酒
礼

な
ど
と
連
動
す
る
射
礼
は
「
嘉
礼
」
系
統
に
、
も
と
も
と
淵
源
を
持
つ
儀
礼
な
の

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
が
「
軍
礼
」
の
枠
組
に
組
み
込
ま
れ
る
の
は
、
次
の

六
世
紀
段
階
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ（
１２
）
た
。

（
二
）
六
世
紀

南
朝
の
梁
・
陳
、
北
朝
の
北
斉
・
北
周
・
隋
と
い
う
五
朝
の
礼
制
に
つ
い
て
は
、

周
知
の
よ
う
に
、
唐
・
長
孫
無
忌
等
撰
『
五
代
史
志
』
礼
儀
志
（
五
巻
）
に
一
括

記
載
さ
れ
て
い（
１３
）
る
。
そ
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一

郊
祀
、
明
堂
【
吉
礼
？
】

二

�
（
祈
雨
）、
迎
気
、
宗
廟
、
封
禅
、
社
稷
、
籍
田
・
親
蚕
な
ど
【
嘉

礼
？
】

三

喪
制
、
朝
見
、
天
子
征
伐
・
命
将
出
征
・
講
武
・
田
猟
・
射
礼
・
合
朔

伐
鼓
・
儺
・
宣
露
布
な
ど
【
凶
礼
、
軍
礼
？
】

四

婚
礼
・
冠
礼
、
学
校
・
釋
奠
、
元
会
、
受
朝
【
嘉
礼
、
賓
礼
？
】

五

車
服

本
志
も
「
五
礼
」
に
よ
る
整
序
を
謳
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
配
列
か
ら

五
礼
の
区
分
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
儀
礼
ご
と
に
五
朝
の
沿
革
を
通

載
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
点
は
、
唐
代
中
期
の
杜
佑
『
通
典
』
礼
典
「
歴
代
沿

革
礼
」
に
も
つ
な
が
る
、
行
き
届
い
た
整
理
法
と
い
え
よ
う
。

「
軍
礼
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
上
に
挙
げ
た
各
儀
礼
は
『
開
元
礼
』
軍
礼
の
構
成

要
素
（
表
１
参
照
）
を
ほ
ぼ
網
羅
し
て
い
る
。
ま
た
出
征
儀
礼
や
射
礼
な
ど
、
こ

れ
ま
で
「
吉
礼
」「
嘉
礼
」
系
統
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
が
「
軍
礼
」
枠
に
合
流
し
、

ま
と
め
て
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
出
征
儀
礼
・
訓
練

儀
礼
等
を
柱
と
す
る
『
開
元
礼
』「
軍
礼
」
の
祖
型
は
こ
の
時
点
に
お
い
て
出
現
し

た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

隋
代
に
お
け
る
五
礼
修
訂
に
当
た
り
、
梁
と
北
斉
の
儀
注
が
模
範
と
さ
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
と
お
り
陳
寅
恪
氏
が
指
摘
し
て
い
る
〔
陳
一
九
四
四
・

六
頁
〕。『
五
代
史
志
』
軍
礼
の
系
譜
を
た
ど
る
上
で
も
、
こ
の
定
説
が
重
視
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
梁
武
帝
に
よ
る
天
監
年
間
（
五
〇
二
〜
五
一
九
）

の
五
礼
制
度
改
革
は
、
転
換
点
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
小
林
聡
氏
・
梁
満
倉
氏
も

指
摘
す
る
よ
う
に
、
武
帝
の
改
革
は
礼
制
史
上
の
一
大
画
期
で
あ
っ
た
〔
小
林

魏
晋
南
北
朝
隋
唐
時
代
に
お
け
る
「
軍
礼
」
確
立
過
程
の
概
観

五
八



二
〇
〇
五
ｂ
・
三
〇
頁
、
梁
二
〇
〇
九
・
一
四
四
頁
〕。
梁
時
代
の
儀
注
類
は
前
代

と
は
異
な
り
五
礼
の
各
単
位
で
編
成
さ
れ
て
お
り
（
表
２
参
照
）、
し
か
も
そ
れ

ぞ
れ
が
百
巻
を
越
え
る
規
模
を
有
す（
１４
）
る
。「
軍
礼
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
こ
の
と

き
明
確
な
輪
郭
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
陳
を
経（
１５
）
て
隋
に
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
は

十
分
想
定
可
能
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
北
朝
に
つ
い
て
は
、
北
魏
末
の
普
泰
初
年
（
五
三
一
頃
）
に
常
景
が
編

纂
し
た
『
五
礼
』、
お
よ
び
薛
道
衡
が
北
斉
の
武
平
年
間
（
五
七
〇
〜
五
七
六
）
に

撰
し
た
『
五（
１６
）
礼
』
な
ど
が
、『
五
代
史
志
』
に
先
行
す
る
事
業
と
し
て
挙
げ
ら
れ

（
１７
）
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
李
絵
・
王
乂
と
い
う
軍
礼
担
当
者
の
具
体
名
ま
で
判
っ

て
い（
１８
）
る
。
さ
ら
に
『
五
代
史
志
』
軍
礼
の
記
載
を
比
較
し
て
み
る
と
、
ど
の
儀
礼

を
と
っ
て
も
梁
・
陳
よ
り
北
斉
・
北
周
、
特
に
北
斉
の
方
が
分
量
も
多
く
、
ま
た

内
容
面
で
も
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、『
五
代
史
志
』
に
記
載
さ
れ

た
軍
礼
の
う
ち
、『
開
元
礼
』
軍
礼
に
対
し
て
最
も
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の

は
北
斉
の
軍
礼
だ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ（
１９
）
う
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
出
征
儀
礼
・
訓
練
儀
礼
等
で
構
成
さ
れ
る
『
開
元
礼
』
軍
礼

は
、
六
世
紀
、
と
り
わ
け
北
斉
に
お
い
て
形
づ
く
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
裏
を

返
せ
ば
、『
開
元
礼
』
軍
礼
は
、
講
武
等
の
訓
練
儀
礼
を
中
核
と
し
つ
つ
、「
吉
礼
」

系
統
や
「
嘉
礼
」
系
統
な
ど
由
来
を
異
に
す
る
複
数
の
儀
礼
を
集
約
し
て
形
成
さ

れ
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
主
に
正
史
礼
志
の
構
成
と
い
う
外
形
的
な
側
面
か
ら
、「
軍

礼
」
の
足
取
り
を
跡
づ
け
た
。
そ
れ
で
は
、
も
と
も
と
別
の
起
源
を
有
す
る
儀
礼

が
「
軍
礼
」
の
も
と
に
一
元
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

そ
の
歴
史
的
背
景
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
質
的
側
面
か
ら
の
課

題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
究
し
て
い
き
た
い
。

【
参
考
文
献
等
】

金
子
修
一

二
〇
〇
六

『
中
国
古
代
皇
帝
祭
祀
の
研
究
』
岩
波
書
店

小
林
聡

二
〇
〇
五
ａ
「
梁
の
武
帝
に
よ
る
礼
制
改
革
の
特
質
」（
集
刊
東
洋
学

九
三
）

二
〇
〇
五
ｂ
「
泰
始
礼
制
か
ら
天
監
礼
制
へ
」（
唐
代
史
研
究
八
）

陳
戍
国

一
九
九
五

『
中
国
礼
制
史
・
魏
晋
南
北
朝
巻
』
湖
南
教
育
出
版
社

一
九
九
八

『
中
国
礼
制
史
・
隋
唐
五
代
巻
』
湖
南
教
育
出
版
社

陳
寅
恪

一
九
四
四

『
隋
唐
制
度
淵
源
略
論
考
』
社
会
科
学
院
歴
史
語
言
研

究
所
専
刊
（
本
文
引
用
箇
所
の
頁
番
号
は
上
海
古
籍

出
版
社
一
九
八
二
年
版
に
対
応
）

西
嶋
定
生

一
九
六
一

『
中
国
古
代
帝
国
の
形
成
と
構
造
』
東
京
大
学
出
版
会

丸
橋
充
拓

二
〇
〇
五

「
唐
宋
変
革
期
の
軍
礼
と
秩
序
」（
東
洋
史
研
究
第
六
四

巻
第
三
号
）

二
〇
一
〇

「
唐
開
元
軍
事
儀
礼
の
源
流
」（
同
年
の
東
洋
史
研
究
会

大
会
報
告
）

梁
満
倉

二
〇
〇
九

『
魏
晋
南
北
朝
五
礼
制
度
考
論
』
社
会
科
学
文
献
出
版

社

【
註
】

（
１
）『
周
礼
』
春
官
・
大
宗
伯

（
２
）『
続
漢
書
』
礼
儀
志
上

社
会
文
化
論
集

第
七
号

二
〇
一
一
年
三
月

五
九



明
帝
永
平
二
年
三
月
、
上
始
帥
群
臣
躬
養
三
老
・
五
更
于
辟
雍
。
行
大
射

之
礼
。
郡
県
道
行
郷
飲
酒
于
学
校
、
皆
祀
聖
師
周
公
・
孔
子
、
牲
以
犬
。

於
是
七
郊
礼
楽
三
雍
之
義
備
矣
。

（
３
）『
続
漢
書
』
礼
儀
志
中

立
秋
之
日
、
白
郊
礼
畢
、
始
揚
威
武
、
斬
牲
於
郊
東
門
、
以
薦
陵
廟
。
其

儀
、
乗
輿
御
戎
路
、
白
馬
朱
鬣
、
躬
執
弩
射
牲
。
牲
以
鹿
�
。
太
宰
令
・

謁
者
各
一
人
、
載
以
獲
車
、
馳
送
陵
廟
。
於
是
乗
輿
還
宮
、
遣
使
齎
束
帛

以
賜
武
官
。
武
官
肄
兵
、
習
戦
陣
之
儀
、
斬
牲
之
礼
、
名
曰
�
劉
。
兵
・

官
皆
肄
孫
・
�
兵
法
六
十
四
陣
、
名
曰
乗
之
。

（
４
）『
晋
書
』
巻
一
九
・
礼
志
上

安
帝
元
興
三
年
、
劉
裕
討
桓
玄
、
走
之
。
己
卯
、
告
義
功
于
南
郊
。

（
本
記
事
は
、
後
註
（
７
）『
宋
書
』
が
先
行
史
料
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
。）

同
上魏

文
帝
黄
初
四
年
七
月
、
帝
将
東
巡
、
以
大
軍
当
出
、
使
太
常
以
一
特
牛

告
祠
南
郊
。

（
本
記
事
は
、
同
巻
に
二
箇
所
重
出
す
る
。）

（
５
）『
晋
書
』
巻
二
一
・
礼
志
下

九
月
九
日
、
馬
射
。
或
説
云
「
秋
、
金
之
節
。
講
武
習
射
、
象
立
秋
之
礼

也
。」

（
６
）『
宋
書
』
巻
一
四
・
礼
志
上

又
繕
造
礼
器
俎
豆
之
属
、
将
行
大
射
之
礼
。
亮
（＝

�
亮
）
尋
薨
、
又
廃
。

（
７
）『
宋
書
』
巻
一
六
・
礼
志
三

安
帝
元
興
三
年
三
月
、
宋
高
祖
討
桓
玄
、
走
之
。
己
卯
、
告
義
功
于
南
郊
。

（
本
記
事
は
、
前
註
（
４
）『
晋
書
』
の
先
行
史
料
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
。）

同
上文

帝
元
嘉
三
年
、
車
駕
西
征
謝
晦
、
幣
告
二
郊
。

孝
武
帝
孝
建
元
年
六
月
癸
巳
、
八
座
奏
「
劉
義
宣
・
臧
質
、
干
時
犯
順
、

滔
天
作
戻
、
連
結
淮
岱
、
謀
危
宗
社
。
質
反
之
始
、
戒
嚴
之
日
、
二
郊
廟

社
、
皆
已
遍
陳
。
其
義
宣
為
逆
、
未
経
同
告
。
輿
駕
将
発
、
醜
徒
冰
消
、

質
既
梟
懸
、
義
宣
禽
獲
、
二
寇
倶
殄
、
並
宜
昭
告
。
檢
元
嘉
三
年
討
謝
晦

之
始
、
普
告
二
郊
・
太
廟
。
賊
既
平
蕩
、
唯
告
太
廟
・
太
社
、
不
告
二

郊
。」
…
…

同
上成

帝
咸
和
三
年
、
蘇
峻
覆
亂
京
都
、
温
�
等
入
伐
、
立
行
廟
於
白
石
、
告

先
帝
先
后
曰
…
…

『
宋
書
』
巻
一
七
・
礼
志
四

宋
文
帝
元
嘉
三
年
五
月
庚
午
、
以
誅
徐
羨
之
等
、
讎
恥
已
雪
、
幣
告
太
廟
。

元
嘉
三
年
十
二
月
甲
寅
、
西
征
謝
晦
、
告
太
廟
、
太
社
。
晦
平
、
車
駕
旋

軫
、
又
告
。

（
８
）『
宋
書
』
巻
一
七
・
礼
志
四

大
明
七
年
二
月
丙
辰
、
有
司
奏
「
鑾
輿
巡
蒐
江
左
、
講
武
校
猟
、
獲
肉
先

薦
太
廟
・
章
太
后
廟
、
并
設
醢
酒
、
公
卿
行
事
、
及
獻
妃
陰
室
、
室
長
行

事
。」
…
…

（
９
）『
南
斉
書
』
巻
九
・
礼
志
上
に
は
、
永
明
二
年
（
四
八
四
）
に
王
倹
が
制
定

し
た
礼
制
に
は
「
五
礼
」
の
区
分
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

於
是
詔
尚
書
令
王
倹
制
定
新
礼
、
立
治
礼
楽
学
士
及
職
局
、
置
旧
学
四
人
、

新
学
六
人
、
正
書
令
史
各
一
人
、
幹
一
人
、
秘
書
省
差
能
書
弟
子
二
人
。

因
集
前
代
、
撰
治
五
礼
、
吉
・
凶
・
賓
・
軍
・
嘉
也
。

魏
晋
南
北
朝
隋
唐
時
代
に
お
け
る
「
軍
礼
」
確
立
過
程
の
概
観

六
〇



（
１０
）『
南
斉
書
』
巻
九
・
礼
志
上

九
月
九
日
、
馬
射
。
或
説
云
「
秋
、
金
之
節
。
講
武
習
射
、
像
立
秋
之
礼

也
。」

史
臣
曰
…
…
宋
武
為
宋
公
、
在
彭
城
、
九
日
出
項
羽
戯
馬
台
、
至
今
相
承
、

以
為
旧
准
。

（
１１
）『
魏
書
』
巻
一
〇
八
之
一
・
礼
志
一

神
�
二
年
、
帝
将
征
蠕
蠕
、
省
郊
祀
儀
。
四
月
、
以
小
駕
祭
天
神
、
畢
、

帝
遂
親
戎
。
大
捷
而
還
、
帰
格
於
祖
禰
、
�
告
群
神
。

（
１２
）
も
と
も
と
「
嘉
礼
」
系
統
に
属
し
て
い
た
射
礼
が
「
軍
礼
」
に
移
行
す
る
こ

と
の
背
景
・
歴
史
的
意
味
合
い
に
つ
い
て
は
〔
丸
橋
二
〇
一
〇
〕
で
言
及
し

て
お
り
、
改
め
て
論
考
化
を
予
定
し
て
い
る
。

（
１３
）『
五
代
史
志
』
は
『
隋
書
』
の
「
志
」
を
補
う
も
の
と
し
て
同
書
に
合
巻
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
１４
）『
梁
書
』
巻
二
六
・
徐
勉
伝

普
通
六
年
、
上
修
五
礼
曰
「
…
…
五
礼
之
職
、
事
有
繁
簡
、
及
其
列
畢
、

不
得
同
時
。
嘉
礼
儀
注
以
天
監
六
年
五
月
七
日
上
尚
書
、
合
十
有
二
秩
、

一
百
一
十
六
巻
、
五
百
三
十
六
条
。
賓
礼
儀
注
以
天
監
六
年
五
月
二
十
日

上
尚
書
、
合
十
有
七
秩
、
一
百
三
十
三
巻
、
五
百
四
十
五
条
。
軍
礼
儀
注

以
天
監
九
年
十
月
二
十
九
日
上
尚
書
、
合
十
有
八
秩
、
一
百
八
十
九
巻
、

二
百
四
十
条
。
吉
礼
儀
注
以
天
監
十
一
年
十
一
月
十
日
上
尚
書
、
合
二
十

有
六
秩
、
二
百
二
十
四
巻
、
一
千
五
条
。
凶
礼
儀
注
以
天
監
十
一
年
十
一

月
十
七
日
上
尚
書
、
合
四
十
有
七
秩
、
五
百
一
十
四
巻
、
五
千
六
百
九
十

三
条
。
大
凡
一
百
二
十
秩
、
一
千
一
百
七
十
六
巻
、
八
千
一
十
九
条
。
又

列
副
秘
閣
及
五
経
典
書
各
一
通
、
繕
写
校
定
、
以
普
通
五
年
二
月
始
獲
洗

畢
。
…
…
」

（
１５
）
表
２
の
通
り
、
儀
注
類
を
五
礼
別
で
編
纂
す
る
慣
習
は
、
陳
に
も
継
承
さ

れ
た
。

（
１６
）『
北
史
』
巻
三
六
・
薛
道
衡
伝

（
１７
）
表
２
に
掲
げ
た
『
後
魏
儀
注
』『
後
斉
儀
注
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
常
景
・
薛
道

衡
の
『
五
礼
』
と
深
く
関
わ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
〔
陳
一
九
四

四
・
一
〇
頁
〕

（
１８
）『
北
斉
書
』
巻
二
九
・
李
絵
伝

侍
中
西
河
王
、
秘
書
監
常
景
選
儒
学
十
人
緝
撰
五
礼
、
絵
与
太
原
王
乂
同

掌
軍
礼
。

（
１９
）
陳
氏
に
よ
れ
ば
、
常
景
と
薛
道
衡
の
『
五
礼
』
は
、
北
魏
の
太
和
一
七
年

（
四
九
三
）
に
南
斉
か
ら
北
魏
へ
亡
命
し
た
王
粛
の
思
想
を
受
け
継
ぐ
も
の

と
さ
れ
る
。
北
魏
に
お
け
る
王
粛
の
改
革
は
北
朝
礼
制
史
上
の
一
大
画
期
と

し
て
、
陳
氏
の
指
摘
以
来
、
重
視
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
王
粛
が
か
つ
て
身
を

置
い
て
い
た
南
斉
に
お
い
て
、
軍
礼
は
な
お
確
立
途
上
段
階
に
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
こ
と
軍
礼
に
関
し
て
は
王
粛
の
思
想
か
ら
さ
ら
に
肉
付
け
さ
れ

た
部
分
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
附
記
〕

本
稿
は
二
〇
一
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
Ｂ
「
中
国
南
北
朝
・
唐

宋
時
代
の
軍
事
と
秩
序
」
お
よ
び
基
盤
研
究
Ｂ
「
中
国
古
代
軍
事
制
度
の
総
合
的

研
究
」）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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